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⚫ 発電側課金は、小売電気事業者が全て負担していた送配電設備の維持・拡充に必要な費用につ

いて、需要家とともに系統利用者である発電事業者に一部の負担を求め、より公平な費用負担

とするものとして、2024年4月より導入されたところ。

⚫ 本日は、発電側課金に係る制度運用の状況として、「①発電側課金の中間とりまとめの改定

（パブリックコメント実施結果を踏まえた反映）」について御審議いただくとともに、「②

一般送配電事業者に対する手続きの改善要望」について御報告を行うもの。

本日の内容
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１．発電側課金の中間とりまとめの改定について
（パブリックコメント実施結果を踏まえた反映）

２．一般送配電事業者に対する手続きの改善要望について
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中間とりまとめに係るパブリックコメントの実施について

• 第６回制度設計・監視専門会合（令和7年2月開催）における御審議を踏まえ、下表の改正内

容を反映した「発電側課金の導入について 中間とりまとめ」の改定案について、令和７年

2月28日から令和７年3月31日の期間でパブリックコメントを実施したところ。

• 本日はそのパブリックコメントの結果について御報告させていただくとともに、中間とりま

とめに反映する内容について御確認いただきたい。

時期 整理内容

2023年6月 第86回制度設計専門会合 ➢ 各市場・取引における発電側課金の転嫁

➢ 発電併設蓄電池における発電側課金の扱い

2024年8月 第100回制度設計専門会合 ➢ 発電側課金における制限中止割引の廃止

2025年1月 第553回電力・ガス取引監視等委員会 ➢ 発電側課金における災害時の特別な措置

＜2023年４月の中間とりまとめ以降に整理した事項＞



図・グラフの挿入
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（参考）第６回制度設計・監視専門会合での審議事項(発電併設蓄電池における発電側課金の扱い)

ガイドとグリッド線

第６回 制度設計・監視専門会合 
資料７－１（2025年2月）



図・グラフの挿入
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（参考）第６回制度設計・監視専門会合での審議事項（発電側課金における制限中止割引の廃止）

ガイドとグリッド線

第６回 制度設計・監視専門会合 
資料７－１（2025年2月）



図・グラフの挿入
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（参考）第６回制度設計・監視専門会合での審議事項（発電側課金における災害時の特別な措置）

ガイドとグリッド線

第６回 制度設計・監視専門会合 
資料７－１（2025年2月）



図・グラフの挿入
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（参考）第６回制度設計・監視専門会合での審議事項（各市場・取引における発電側課金の転嫁）

ガイドとグリッド線

第６回 制度設計・監視専門会合 
資料７－１（2025年2月）



図・グラフの挿入
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（参考）第６回制度設計・監視専門会合での審議事項（パブリックコメントの実施について）

ガイドとグリッド線

第６回 制度設計・監視専門会合 
資料７－１（2025年2月）
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パブリックコメントにおいて提出いただいた御意見について

• パブリックコメントでは、計5件の御意見をいただいたところ、その概要は以下のとおり。

➢ ①逆潮流10kW未満の電源が「当分の間」課金対象外とされている点に関する御意見 

➢ ②発電側課金の制度趣旨と再生可能エネルギー推進との関係に関する御意見

➢ ③発電側課金の転嫁に係るアンケート・ヒアリングによる監視及び一般送配電事業者の手

続き改善要望の対応状況のフォローアップに関する御意見

➢ ④発電併設蓄電池の設置時における発電側課金に係るkW課金及びkWh課金の算定方法等

の詳細に関する御意見

➢ ⑤需給調整市場での発電側課金の転嫁におけるkWh課金分の織り込み方法に関する御意見

• 以上の御意見のうち、①～③については、今回の中間とりまとめの改定内容に関する御意見

ではなく、発電側課金の制度や制度運用そのものに関する御意見のため、制度趣旨や今後の

制度の運用状況に関して、資料５-１のとおり、御回答させていただくこととする。

• 他方、④及び⑤については、御意見を踏まえ、事業者への分かりやすさ及び内容の明確化の

観点から、次ページ以降のスライドのとおり、今回の中間とりまとめの改定内容に追加で反

映することとしたい。



発電側課金の導入について 中間とりまとめ （改定案）追記箇所青字・赤枠強調

パブリックコメントを踏まえた追加反映案①(発電併設蓄電池における発電側課金の扱い)

• 中間とりまとめ（改定案）における「発電併設蓄電池を設置した場合の発電側課金の扱い」に係る「kW課金
の対象イメージ」の図において、「発電設備及び発電併設蓄電池の設備容量の合計がそのまま発電側課金の対
象電力となるものと誤認を与える可能性があるので、対象電力の正しい算定イメージが明確になるよう留意点
として注釈に記載すべき」との御意見をいただいたこと等を踏まえ、その点誤認が生じないよう以下の文言を
注釈として追記することとしたい。

＜追記案＞上記kW課金の対象イメージは、各潮流に着目することで課金対象を明確化するためのものである。実際にkW課金の対象電力を
算定する場合には、必ずしも発電設備及び発電併設蓄電池の設備容量の合計がそのまま対象電力となるものではなく、同時最大受電電力及
び発電併設蓄電池の需要に係る契約電力（接続供給課金対象電力）の差し引き分も踏まえて対象電力が算定される点に留意すること。

※kW課金の対象電力の算定では、発電併設蓄電池の需要に係る契約電力(接続供給課金対象電力)の差し引き分も考慮する必要があるため、上記追記案で明確化している。

～（中略）～

既認定FIP併設蓄
電池の系統から
の充電が2025年
４月から可能と
なったため、
時点修正。

発電側課金の導入について 中間とりまとめ 概要（改定案）追記箇所青字・赤枠強調
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パブリックコメントを踏まえた追加反映案②(各市場・取引における発電側課金の転嫁)

• 中間とりまとめ（改定案）における「各市場・取引における発電側課金の転嫁」について、「『需給調整市
場で調整力kWh市場の限界費用にkWh課金分を織り込む』と記載があるが、需給調整市場ガイドラインで
は、kWh市場に係る合理的な応札価格の算定式で『限界費用＋一定額（限界費用×一定割合） 』となって
おり、『一定額』における『限界費用』にkWh課金分を織り込むか否かを明確に記載すべき」との御意見を
いただいたため、その点について、明確化の観点から以下文言を追記することとしたい。

 ＜追記案＞ただし、一定額を算出する際の限界費用にはkWh課金分は含めない。

※一定額を算出する際の限界費用にkWh課金分を含めると過剰に発電側課金を回収することとなってしまう。なお、本追記内容は第86回制
度設計専門会合（2023年6月開催）において、既に整理済みの内容を踏まえたもの。

発電側課金の導入について中間とりまとめ （改定案）追記箇所青字・赤枠強調発電側課金の導入について中間とりまとめ 概要（改定案）追記箇所青字・赤枠強調
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（参考）第86回制度設計専門会合における整理内容(一定額でのkWh課金の整理について)

第86回 制度設計専門会合 
資料９-１（2023年6月）

該当箇所赤枠強調、一部編集
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「発電側課金の導入について 中間とりまとめ」の改定について

• 以上のパブリックコメントにおける御意見を踏まえた追加の反映を行い、発電側課金の各関
係事業者への適切な制度周知の観点から、資料５-２及び資料５-３のとおり「発電側課金の
導入について 中間とりまとめ」を改定することとしたい。また、改定内容については、電
力・ガス取引監視等委員会に報告した上で公表することとしたい（併せて資料５-１のとおり、
パブリックコメント実施結果及びいただいた御意見に対する回答を公表することとする）。

• 改定した中間とりまとめの周知は、電力・ガス取引監視等委員会の発電側課金制度に係る
ホームページでの公表に加え、関係機関に御協力いただき発電事業者等に周知を行うことと
したい。

○HP掲載イメージ 特設ページ

●URL：https://www.egc.meti.go.jp/info/public/news/20241210001b.html

トップページ

https://www.egc.meti.go.jp/info/public/news/20241210001b.html
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１．発電側課金の中間とりまとめの改定について
（パブリックコメント実施結果を踏まえた反映）

２．一般送配電事業者に対する手続きの改善要望について



一般送配電事業者に対する手続きの改善要望の状況について
⚫ 第６回制度設計・監視専門会合（2025年2月）において、発電側課金のアンケート・ヒアリング

調査で確認された一般送配電事業者に対する手続きの改善要望の状況について御報告した。

⚫ 同要望について、送配電網協議会及び各一般送配電事業者に改めて検討の進捗状況について確認
したところ、その結果としては以下のとおり。

⚫ 既に対応が完了した事項が確認されており、また、対応可能時期の目途が整理されるなど一定の
検討が進んだ事項も確認された。今後も、改善要望の進捗状況について、確認を継続していく。

要望の概要
前回の一般送配電事業者への確認結果
(第6回制度設計・監視専門会合)

今回の一般送配電事業者への確認結果

・発電契約者として買取料金との相殺可否判定を
実施して、一般送配電事業者に結果を返却するこ
ととなっているが、一部のエリアで相殺可否判定結
果を記載する欄がプルダウン選択となっており、１
件ずつ個別に手作業を実施する運用となっており
業務上負担となっているので、他エリアの形式と揃
えられないか。

➢ 他のシステム改修案件と調整を図りつつ、実
施時期については引き続き検討中。

➢ 2025年度中にシステム改修することで対応予定。

・現在、代理回収実施後にインボイス帳票（請求機
能なし）が発電所の地点ごとに後追いで送付され
ているが、原本を紙ではなく電子データとする運用
の変更を御検討いただけないか。

➢ 今後電子化することで検討しているとされて
いた一部の一般送配電事業者について、
2027年度目途に対応することで検討中。
※なお、その他一般送配電事業者においても実施
することについては、実施の可否も含め、引き続
き詳細の検討中。

➢ 今後電子化することで検討しているとされてい
た一部の一般送配電事業者について、2026年
度、2027年度目途に対応することで検討中（さら
に１社対応時期が明確となった）。
※なお、その他一般送配電事業者においても実施する
ことについては、実施の可否も含め、引き続き詳細の
検討中。

＜要望の概要と確認結果＞

16



要望の概要
前回の一般送配電事業者への確認結果
(第6回制度設計・監視専門会合)

今回の一般送配電事業者への確認結果

・検針日ごとの３つのExcelファイル（総括表、計

算結果一覧、代理回収結果一覧）が作成される
が、一部エリアのみ、計算結果一覧及び代理回
収結果一覧ファイルがCSVでの提供となるため、
要望事業者の社内でRPAなどを活用して効率的

に業務処理を行う際に支障となっているので、
ファイル形式はExcel等に統一化できないか。

➢ 今般の各新電力からの要望を踏まえると、
中長期的にはCSVとExcelファイル形式の

双方に対応するシステム改修をすること
が望ましいと考えているが、費用対効果
等の観点を踏まえつつ、その対応の可否
も含めて、早期に検討を進める。

➢ 当面の対応としては、各一般送配電事業
者において、文字化けの解消方法やCSV
とExcelの相互の変換方法に係る説明資

料の提示などの丁寧な支援を早期に実
施することとしたい。

➢ 当面の対応として、CSVの文字化け及びCSV・
Excel相互変換の反映方法に係る資料を作成した
ため、各一般送配電事業者においてHPへの掲載
や発電契約者へのメール送付等の周知を行った。

・相殺不可の回答結果の送信の際に、CSVのみ
しか登録できないエリアとExcelでも対応可能なエ
リアがあるが、Excelも受けつける形としてもらえ
ないか。

＜要望の概要と確認結果＞

一般送配電事業者に対する手続きの改善要望の状況について（続き）
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（参考）一般送配電事業者に対する手続きの改善要望の状況について（続き）
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＜中部電力パワーグリッドのHPにおいて周知された際の例＞
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第６回 制度設計・監視専門会合 
資料７－１（2025年2月）

（参考）第６回の制度設計・監視専門会合での報告事項①
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（参考）第６回の制度設計・監視専門会合での報告事項②
第６回 制度設計・監視専門会合 
資料７－１（2025年2月）
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